
１ 地上基幹放送の再放送の同意に関する紛争 

 

１－６  平成２６年７月２３日申請（平成２６年（争）第１号～第３号）（地

上基幹放送の再放送の同意） 

（１）経過 

平成２６年  

７月２３日 Ａ社等各社から、あっせんの申請（平成２６年（争）第１

号～第３号）。（⇒（２）） 

２８日 委員会から、Ｂ社に対し、あっせんの申請があった旨の通

知。 

８月 ７日 あっせん委員（平沢委員、小塚特別委員、若林（和）特別

委員）の指名。 

２２日 Ｂ社から答弁書の提出（⇒（３）） 

９月 ８日 両当事者から意見の聴取。 

平成２６年（争）第１号～第３号を併合。 

１６日 あっせん委員から、Ａ社等各社に対し、質問を送付。 

２２日 Ａ社等各社から、あっせん委員からの質問（９月１６日付

け）に対する回答。 

２４日 あっせん委員から、Ｂ社に対し、質問を送付。 

３０日 Ｂ社から、あっせん委員からの質問（９月２４日付け）に

対する回答。 

１０月１５日 両当事者から意見の聴取。 

あっせん委員から、あっせん案の提示（⇒（４）） 

１７日 Ｂ社があっせん案を受諾。 

２１日 Ａ社等各社があっせん案を受諾。 

 

（２）申請における主な主張 

 

Ａ社等各社は、平成２０年にＢ社と協議確認事項に同意し、平成２６年７

月２４日を有効期間として、Ｂ社のデジタルテレビ放送の区域外再放送を行

ってきた。 

Ａ社等各社は、協議確認事項の同意経緯、裁定後の状況の変化及び視聴者
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保護等に鑑み、再放送の同意を求めざるを得ない状況にあるため、平成２６

年７月２５日以降の再放送を希望する。なお、過去の視聴実績及び視聴者保

護の立場を十分に考慮戴いた再放送に係る新たな提案がなされる場合には、

一定期間後の終了も視野に入れた協議に真摯に応じたい。 

 

（３）答弁書における主な主張 

 

協議確認事項を交わした後の状況の変化は、同意の申し込みを受容すべき

ほどのものではないと考える。ただし、視聴者保護の観点から一定期間の再

放送には応じる用意がある（平成２６年７月２５日から起算して６ヶ月後に

再放送の終了を希望。周知作業として１ヶ月程度の延長は認める。）。 

 

（４）あっせん案 

 

１ Ｂ社は、視聴者保護に配慮した十分な周知等の期間を確保する観点から、

Ａ社等各社が甲地域においてＢ社の地上デジタル放送の区域外再放送を平

成２６年７月２５日から平成２８年３月３１日まで実施することについて

同意する。 

 

２ Ａ社等各社は、平成２８年３月３１日の期限には、上記１により行われ

る再放送を終了し、以降の同意を求めない。 

 

３ Ａ社等各社は、自社のホームページ等を用いて、本件あっせん成立後６

ヶ月以内に、視聴者に対してＢ社の再放送を終了する旨の周知を開始する

とともに、本件あっせん成立９ヶ月後に、視聴者への周知等の進捗状況を

電気通信紛争処理委員会に報告する。 

 

４ Ｂ社は、Ａ社等各社から視聴者に対する周知等への協力を求められた場

合及び視聴者から再放送の終了に関する問い合わせを直接受けた場合は、

それぞれ誠実に対応する。 

 

５ 上記３による再放送の終了に向けた周知等が誠実に履行されていないこ

とが明らかであると認められる場合には、Ｂ社は、上記１による再放送の

同意を取消すことができる。 

 ただし、再放送の同意を取消す場合、Ｂ社は、事前に電気通信紛争処理委

員会に報告するものとする。 
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